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事件・事故発生状況について
【令和５年１０月末・伊加利管内】
（※前年同期比）

◎ 刑法犯の認知

・ 建造物損壊（落書き等） ２件
・ 器物損壊 １件
・ 非侵入盗 ５件

（万引き、部品ねらい）
・ 自転車盗 １件

計９件
（＋３件）

◎ 交通事故

・ 人身事故 ９件 （－４件）
・ 物件事故 ６２件 （＋４件）

今年の３月から駐在所で勤務させていただいていますが、公私ともに

充実した１年目となりました。

約４年振りの神幸祭や、各町の行事等の警戒に従事することで、田川

の良い所を知る機会となりました。

そのほかにも、私用では、コロナ過のため、約４年延期していた結婚式

を無事に挙げることができました。

来年もどうぞよろしくお願いします！！

最後に、「体調管理」に気を付けてください。

最近急激に気温が低下し、かなり冷え込んでいる日々が続いています。

インフルエンザも流行しているため、お身体をお大事にしてください。

本年１１月上旬、自宅の固定電話に「法務省を名乗る自動音声アナウンス」から電話があり

「オペレーターに繋ぎたい方は①を押してください。」と案内され、案内先の男性から「個人

情報が漏れている。」等という不審電話が発生しています。

犯人は言葉巧みに皆さんのお金を狙ってきます。

★ 電話でお金はすべて詐欺です！！
★ 一度電話を切り、すぐに警察に通報してください！！

本年１０月下旬、伊加利管内において火災事案が発生しました。

幸い死傷者は出ず、付近の民家に火が移ることもありませんでした。

現在冬の季節になり、「空気が乾燥すること」や「暖房器具等の火を使用する機会

が増え、注意を怠ること」が原因で、火事になる可能性も否めないため、火気の取り扱い

には十分注意してください。

住宅の庭等でゴミを燃やす行為は、いわゆる「野焼き」に該当し、違法となる可能性が高く

野焼きは、公益上やむを得ない廃棄物の焼却など、ごく一部の例外を除き、原則禁止されてい

ます。

違法な野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条の２」の違反に該当し

「５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

と罰則が定められており、非常に重い罪となりますので、安易なゴミの焼却はやめましょう。

また、野焼きをすることで、付近建物等に火が移って延焼した場合、被害は甚大なものにな

りますので、野焼きはやめましょう。


